
 

建設工事の競争入札に係る最低制限価格等の算定式の改定について 

平成３０年３月 

たつの市 

 

 本市において、最低制限価格等に係る算定式を下記のとおり改定することとしましたのでお知らせしま

す。 

 

記 

 

１ 概 要 

工事の品質確保及びダンピング受注防止を図るため、最低制限価格、低入札価格調査基準価格及

び低入札価格調査基準最低価格に係る算定式について改定する。 

 

２ 改定内容 

（１）最低制限価格制度 

・最低制限価格の設定 

内  容 現 行 改 定 

最低制限価格に係る算定基準の

うち、直接工事費相当額への乗

率を 

０．９５から０．９７に引上げ 

直接工事費相当額  ×０．９５ 

＋ 共通仮設費相当額×０．９ 

＋ 現場管理費相当額×０．９ 

＋ 一般管理費相当額×０．５５ 

直接工事費相当額  ×０．９７ 

＋ 共通仮設費相当額×０．９ 

＋ 現場管理費相当額×０．９ 

＋ 一般管理費相当額×０．５５ 

 

（２）低入札価格調査制度 

  ・低入札価格調査基準価格の設定 

低入札価格調査基準価格に係る

算定基準のうち、直接工事費相

当額への乗率を 

０．９５から０．９７に引上げ 

直接工事費相当額  ×０．９５ 

＋ 共通仮設費相当額×０．９ 

＋ 現場管理費相当額×０．９ 

＋ 一般管理費相当額×０．５５ 

直接工事費相当額  ×０．９７ 

＋ 共通仮設費相当額×０．９ 

＋ 現場管理費相当額×０．９ 

＋ 一般管理費相当額×０．５５ 

 

 ・低入札価格調査基準最低価格の設定 

変更なし 

直接工事費相当額等 ×０．９ 

＋ 共通仮設費相当額×０．７ 

＋ 現場管理費相当額×０．９ 

＋ 一般管理費相当額×０．５５ 

同左 

 

３ 改定時期  平成３０年４月１日以降に入札公告を行うものから適用する。 


